
鱒ニ十二骨都武

昭和30隼鴻怖賀町14 4骨によtる散在畿の戦備欄脅戦没宥遺鰻縛

側漉による器管許制明書

公務蝿 氏 :g 

験助料麟求者

公務員との続桝

氏 名

上記公務員の死亡｜こっき祖上記快iめ料鱒求者以外の下配の者に対し与戦傷

偶者戦枇者趨；峡噂捜糟H:tのm 郁をi!t配する機縛｛昭和30年続愉 14 4骨｝

必よる~正秘的輸儲病者戦掛脊組践帯損2書館｛昭和 2 7 4:ド法制E鱗12 1帯）

鱗44除鱗 2嘱ただし櫛の繊定の場周はより昭島傷術者戦役者遺篠等視線法

れ3tll抑弘常現有t~~合2導対室密輸すベさものと決定して

｛議定涌知書配骨｝期 骨（ 年 月 自ゃれず）

の事晶弘制時を史f'rtした二と酬明する骨

記

公繊貝との脱柄 氏 ~ 

年 月 日

J 厚生労働大臣 印

備考
l 棋助料3求者市＼ii臓をド金x~立弔（愈を受けたこ・とがなく‘侠助制制収者以外
的者が.勝年命を掛けたときは‘噛蛾年金の繊if:Iζついて艇明し 趨店員年金を
受けた署がなく挟扇料糊求者以外の1が弔慰哉告受けたときIi..栴癒iの椴定
tニついて腿明するζとa － 

2 遁S前年金又Ii弔慰金受験者が、公務員と婚摘の腐出をしていないが、事拠上
婚姻開綿ど開憾の 情にあった帯であると曾ii.公勝負との脱柄fir事灘上の
時期間訴にめゥた者jと紀戦すること噛


